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11月相談日程

■対象　市民に限ります。
■相談日・（相談員）　
11/１ ㊊（中松弁護士）
　 ８ ㊊（鈴木弁護士）
　 15 ㊊（木戸弁護士）
　 22 ㊊（岡田弁護士）※中辺路
12/６ ㊊（岡田弁護士）
　 13 ㊊（良原弁護士）
■場所　社会福祉センター３階「相
談室」( 本庁舎東隣 )
※ 11/22 ㊊は中辺路行政局
■受付時間　12 時 15 分～ 12 時 30 分
※受付後に抽選します。先着順ではあ
りません。抽選にもれた方は、次回 ( １
か月以内 ) 優先的に相談を受けること
ができます。電話予約はできません。
■相談時間　14 時～ 16 時
※11/22 ㊊は14 時 30 分～ 15 時 30 分
■定員　８名　※ 11/22 ㊊は４名
■その他　受付・相談には、できるだ
け本人がお越しください。また、相談に
関係する書類があればお持ちください。
■お問い合わせ　自治振興課

（本庁舎３階）☎ 0739 ㉖ 9911

■相談日・場所
11/30 ㊋＝中辺路行政局
12/ ３ ㊎＝龍神行政局
12/ ８ ㊌＝市民総合センター ( ※人権              
                  相談のみ )
■相談時間　13 時 30 分～15 時 30 分
※受付は 15 時まで
■相談員　人権擁護委員、法務局職員
■お問い合わせ
法務局田辺支局☎ 0739 ㉒ 0698

■相談日・場所・（時間）
11/24 ㊌・12/ ７㊋＝社会福祉セン
ター３階「相談室」（13 時～ 15 時）
11/18㊍＝中辺路行政局(９時～11時)
11/24 ㊌＝大塔行政局 (13 時～ 15 時 )
11/ ９㊋・23 ㊋㊗＝本宮町桧葉＜行
政相談委員宅、☎ 0735 ㊷ 1526 ＞（13
時～ 15 時）
12/3 ㊎＝龍神行政局 (13 時 30 分～
15 時 30 分 )
■お問い合わせ　自治振興課

（本庁舎３階）☎ 0739 ㉖ 9911

　消費生活のトラブルや多重債務など
市民生活についての相談に応じます。
■相談日時
㊊～㊎　８時 30 分～ 17 時 15 分
■お問い合わせ　自治振興課

（本庁舎３階）☎ 0739 ㉖ 9911

　女性の抱えるいろいろな悩みに女
性相談員が電話で相談に応じます。
■相談日時　㊊～㊎　９時～ 12 時
専用☎ 0739 ㉖ 4919

■相談日時　㊊～㊍　９時～ 17 時
㊎は９時～ 12 時 ※英語のみ対応
■お問い合わせ　国際交流センター
(市民総合センター 2 階)☎0739㉖4908

　血圧測定後、保健師又は看護師が
健康について相談に応じます。
■相談日・場所
11/15 ㊊＝西部センター
11/16 ㊋＝芳養児童センター
11/29 ㊊＝南部センター
■相談時間　10 時～ 11時
■お問い合わせ　健康増進課
(市民総合センター 2 階)☎0739㉖4901

　家庭における児童の養育及び福祉
についての相談に応じます。
■相談日時　
㊊～㊎　８時 30 分～ 17 時 15 分
■お問い合わせ　家庭児童相談室
(市民総合センター1階)☎0739㉖4926

■相談日時　
㊊～㊎　８時 30 分～ 17 時 15 分　
※直接、窓口に来られる場合は要予約
専用☎ 0739 ㉖ 4933
　 shc@city.tanabe.lg.jp
■お問い合わせ　健康増進課
(市民総合センター 2 階)☎0739㉖4901

■相談日時
㊊～㊎　９時～ 17 時
■お問い合わせ　田辺市教育研究所

（本庁舎北隣青少年研修センター２階）
☎ 0739 ㉕ 1511

■相談日時
㊊～㊎　９時～ 17 時
専用☎ 0739 ㉖ 3224
　 ijime110@city.tanabe.lg.jp

■相談日時
㊊～㊎　８時 30 分～ 17 時 15 分
■お問い合わせ　
健康増進課☎ 0739 ㉖ 4901
各行政局住民福祉課☎ 16 ページ参照

■相談日時　
㊊～㊎　８時 30 分～ 17 時 15 分　
※「愛あいルーム」での面接相談可
■相談・お問い合わせ　田辺地域子
育て支援センター愛あい（もとまち
保育所内）☎ 0739 ㉒ 9285

■相談日時
㊊～㊎　８時 30 分～ 17 時 15 分
■お問い合わせ　やすらぎ対策課
(市民総合センター1階)☎0739㉖9906

【生涯学習センター
（市民総合センター内）】
■貸室　11 室（交流ホール・会議
室・料理実習室など）
■使用申込み
平成23年１月分まで予約できます。
■お申込み・お問い合わせ　生涯学
習課公民館係（☎ 0739 ㉖ 4925）
【紀南文化会館】
■大・小・展示ホール　平成 23 年
12 月分は 12/２㊍から受付
■その他の施設　平成 23 年６月分
は 12/２㊍から受付
■お申込み・お問い合わせ
紀南文化会館（☎ 0739 ㉕ 3033）
■催物情報
http://www.kinanbunkakaikan.jp
【市スポーツ施設
（テニスコート 12月分）】
■抽選日時　11/15 ㊊　８時 30 分
■抽選会場
市民総合センター２階「交流ホール」
■お申込み・お問い合わせ
スポーツ振興課市民スポーツ係

（☎ 0739 ㉖ 4907）

▼ DV なんて私には関係ないと思っ
ていましたが、改めて考えてみると
少しドキッとする点がありました…。
皆さんは思い当たる点はありません

でしたか？▼精神的暴力や
社会的暴力などは視覚的に
分かりにくく、自覚症状が
無いまま相手に負担を掛け
ているかもしれません。
▼誰もが安心して幸せに暮
らせる社会になりますよう
に。( タック♪ )

01 市民法律相談 03 行政相談

02 登記・相続・人権相談

04 市民・消費生活相談

05 女性電話相談

06 外国人相談

07 一般健康相談 10 不登校・いじめ・教育相談

08 家庭児童相談

09 ひきこもり相談

12 子育て相談

13 子育てテレホン相談

14 介護相談

11 いじめホットライン

いじめ相談ダイレクトメール
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